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 佐賀県告示第 169号 

 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例（平成 26 年佐賀県条例

第 87 号。以下「条例」という。）第 10 条第１項の規定により、知事指定薬物

を次のとおり指定し、平成 27年３月 26日から施行する。 

  平成 27年３月 25日 

佐賀県知事  山  口  祥  義    

１ 知事指定薬物の名称 

 (1) 化学名 ２－（２，５－ジメトキシ－４－プロピルフェニル）エタン

アミン（通称名：２Ｃ－Ｐ）及びその塩類 

 (2) 化学名 ２－（２，５－ジメトキシ－４－メチルフェニル）－Ｎ－

（２－メトキシベンジル）エタンアミン（通称名：25Ｄ－ＮＢＯＭｅ）及

びその塩類 

 (3) 化学名 ４－ヒドロキシ－Ｎ－イソプロピル－Ｎ－メチルトリプタミ

ン（通称名：４－ＯＨ－ＭＩＰＴ）及びその塩類 

 (4) 化学名 ４－アセトキシ－Ｎ－イソプロピル－Ｎ－メチルトリプタミ

ン（通称名：４－ＡｃＯ－ＭＩＰＴ）及びその塩類 

 (5) 化学名 [５－（３－フルオロフェニル）－１－ペンチル－１Ｈ－ピロ

ール－３－イル]（ナフタレン－１－イル）メタノン（通称名：ＪＷＨ－

368）及びその塩類 

 (6) 化学名 ナフタレン－１－イル（１－ペンチル－５－フェニル－１Ｈ

－ピロール－３－イル）メタノン（通称名：ＪＷＨ－145）及びその塩類 

 (7) 化学名 Ｎ－ベンジル－１－（５－フルオロペンチル）－１Ｈ－イン

ドール－３－カルボキサミド（通称名：５Ｆ－ＳＤＢ－006）及びその塩

類 

 (8) 化学名 ５－クロロ－３－エチル－Ｎ－[４－（ピペリジン－１－イル）
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フェネチル]－１Ｈ－インドール－２－カルボキサミド（通称名：Ｏｒｇ

27569）及びその塩類 

２ 指定の理由 

  条例第２条第７号に掲げる薬物に該当し、人の健康に被害が生ずると認め

られ、かつ県の区域内において濫用されるおそれがあると認められるため 


